
新城市行政区等活動３密対策補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）の影響

の長期化を見据え、行政区又は行政区と同一の区域である自治会（以下「行政区等」

という。）が、感染症防止対策と地域活動の両立を図るための拠点である地域集会

施設（以下「施設」という。）の改修等又は物品の整備に要する経費に対し、市の

予算の範囲内で交付する新城市行政区等活動３密対策補助金（以下「補助金」とい

う。）について、新城市補助金等交付規則（平成１７年新城市規則第４３号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象となる者は、行政区等とする。

（補助事業）

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、行政区等

が、感染症防止対策と地域活動の両立を図るための主な施設の改修等又は物品の

整備等とする。

２ 前項の規定にかかわらず、行政区等が所管する主な施設で、平成１７年１０月１

日時点で市の公の施設に規定されていた施設は交付の対象とする。

３ 第１項の規定にかかわらず、平成１７年１０月１日以降に統合した行政区にお

いては、統合前の旧行政区単位の補助事業も交付の対象とする。

４ 前各項の規定にかかわらず、他の補助金の交付を受けて行うものは、補助対象事

業としない。

（補助対象経費）

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業の遂

行に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

⑴ 施設の改修及び修繕

⑵ 備品の整備

⑶ 消耗品の整備

２ 前項の補助対象経費は、当該補助対象経費にかかる契約の履行の完了日及び当

該補助対象経費にかかる契約について支払を完了した日が令和２年４月１０日か

ら令和３年２月１９日までの期間にあるものとする。

３ 前各項の規定にかかわらず、領収書等により支払の確認できない経費は、補助対

象経費から除外する。

（補助金の額）

第５条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に１０分の１０を乗じた額とし、２０

万円を上限かつ１万円を下限とする。ただし、うち消耗品にかかる経費について

は、５万円を上限とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じ

た場合は、その端数を切り捨てた額とする。



（交付の申請）

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、新城市行政区等活動３密対策補助

金交付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。

⑴ 見積額がわかるもの又は領収書の写し等（申請前に完了している場合）

⑵ 事業実施前の写真（施設の改修等の場合）

⑶ 事業実施後の写真（施設の改修等の場合）

⑷ その他市長が必要と認めるもの

２ 交付の申請は、補助対象者１者につき１回に限るものとする。ただし、第３条第

２項に規定する施設を所管する行政区等及び同条第３項に規定する旧行政区を包

含する行政区等においては、この限りではない。

（交付の決定）

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必

要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の

交付を決定し、新城市行政区等活動３密対策補助金交付決定通知書（様式第２）に

より補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

２ 市長は、補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、前

項の規定による決定に条件を付するものとする。

（変更等の申請）

第８条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の決定

を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ新城

市行政区等活動３密対策補助金交付変更申請書（様式第３）を市長に提出し、その

承認を受けなければならない。

⑴ 補助事業の内容を変更しようとするとき。

⑵ 補助対象経費の配分を変更しようとするとき。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助事業の目的を損なわない軽微な変更

については、承認を必要としないものとする。

⑴ 交付決定額の減額が２割以内の場合

⑵ 各科目の補助対象経費の増減が５割を超えない、又は、その額が３万円を超え

ない場合

３ 市長は、第１項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれ

に付した条件を変更することができる。

４ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したと

きは新城市行政区等３密対策補助金交付取消決定通知書（様式第４）により、同項

の規定により補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したと

きは、新城市行政区等３密対策補助金交付変更決定通知書（様式第５）により補助

事業者に通知するものとする。



（中止の申請等）

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、補助事業を中止し、

又は廃止しようとするときは、あらかじめ、新城市行政区等３密対策補助金補助

事業中止（廃止）申請書（様式第６）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規定による補助事業の中止又は廃止の

承認について準用する。

（実績報告）

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、新城市行政区等活動３密対策

補助金実績報告書（様式第７）に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。

⑴ 収支報告書

⑵ 領収書の写し等

⑶ 事業実施後の写真

（補助金の額の確定）

第１１条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、及び

必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額

を確定し、新城市行政区等活動３密対策補助金交付確定通知書（様式第８）により

補助事業者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第１２条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の交付の額が確定した後に行

うものとする。

２ 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、新城市行政区等活動３密対策補

助金交付請求書（様式第９）を市長に提出しなければならない。

（概算払）

第１３条 補助事業者は、規則第１８条第２項に規定する概算払を必要とする場合

は、新城市行政区等活動３密対策補助金交付概算払請求書（様式第１０）を市長に

提出しなければならない。

（交付決定の取消し）

第１４条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。

⑴ 天災、地変その他補助金の交付の決定後に生じた事業の変更により補助金の

交付の目的の達成が困難であると認めるとき。

⑵ 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

⑶ 補助事業者が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したと

き。

⑷ 補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交



付を受けたとき。

⑸ その他市長が不適当と認めるとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、新城市行政

区等３密対策補助金交付取消決定通知書（様式第４）により補助事業者に通知す

るものとする。

（その他）

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、令和２年９月１８日から施行する。

２ この要綱は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この要綱は、令和２年１０月１９日から施行する。


